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平成 20 年 12 月 26 日 

金   融   庁 

 

ベター・レギュレーションの進捗状況について 

― 平成20年５月～平成20年 12月 ― 

＜概 要＞ 

はじめに 

・ 金融庁では、昨年夏以来、金融規制のさらなる質的向上を目指した取組み（ベター・レ

ギュレーションへの取組み）を進めてきた。 

・ 本年５月、第１回の進捗状況を公表。今回は第２回の公表。 

Ⅰ．ベター・レギュレーションの４つの柱について 

１．ルール・ベースの監督とプリンシプル・ベースの監督の最適な組合せ 

（１） 平成 20 年４月に金融機関や市場関係者と取りまとめたプリンシプルについて職員一

人一人への浸透を図るとともに、プリンシプルの趣旨を関係者と共有するための取組み

を実施。 

・ 監督方針にプリンシプルを日々の行政対応に活用する旨を明記。 

・ 利用者利便の向上や適切なリスク管理といったプリンシプルを踏まえ、「各種貸

出・金融商品の実態に応じたリスク管理態勢の構築」や「円滑な中小企業・地域金

融の円滑化」などを重点項目に掲げるとともに、優れた取組みを積極的に評価す

るなど、金融機関の自主的な経営改善につながることを重視した検査を実施。 

（２） 金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 20年６月成立）において、ファイアー

ウォール規制を見直すとともに、金融機関に対して利益相反管理体制の整備義務を導

入。金融機関の自主的な体制整備が促進されるよう、原則的な規定を定め、その実施

状況についての適切なモニタリングを通じて規制の実効性の確保に努めるプリンシプ

ル・ベースの枠組みを構築。 

２．優先課題の早期認識と効果的対応 

（１） グローバルな金融市場の混乱、証券化商品の価格下落や市場流動性の低下、株式

市場等の大幅な変動などが我が国の金融システムに与える影響をできるだけ早く認識

するよう、市場動向に加え、金融機関の財務の健全性やリスク管理の実態などを注意
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深くフォロー。 

・ 金融システムに与える影響の正確な理解や不透明感の除去のため、先進的開示

事例を踏まえて、金融機関の証券化商品等の保有額等を公表（平成 20年６月、９

月、11 月）。 

・ 市場流動性が低下する状況等も勘案した適切なストレステストの実施や、証券化

商品等の投資において裏付となる資産内容、価格変動状況の把握など、金融機

関のリスク管理の留意点の検証に努め、監督指針に反映（平成 20 年８月）。 

また、世界的な価格体系の変化や実体経済の悪化など、地域経済・中小企業等を取

り巻く厳しい環境を踏まえ、早めの実態調査や、金融システムの安定性強化と中小企

業等への金融の円滑化を図るための施策を速やかに実施。 

これらを通じて、金融機関による適切な金融仲介機能が維持されるよう努力。 

・ 全国各地に幹部を派遣し、中小企業金融のきめ細かい実態把握を実施（平成 20

年８月）。 

・ 金融仲介機能の維持に向けた施策の実施（貸出条件緩和債権の取扱い変更、自

己資本比率規制の一部弾力化、金融機能強化法の改正）。 

（２） 内外の経済・金融情勢が大きく変化する中、金融機関の経営に深刻な影響を及ぼし

得る重要なリスクに焦点をあてたメリハリのある検査を実施。 

・ 証券化スキームなどを利用した複雑な形態の貸出等の増加や、中小企業の実態

を踏まえた適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が求められている状況を踏ま

えて、「各種貸出・金融商品の実態に応じた適切なリスク管理態勢の構築」や「円

滑な中小企業・地域金融に向けた対応」などを検査基本方針において重点事項

化。（再掲） 

・ 重要でないリスクに係る金融機関の事務負担を軽減するため、小規模で業務が

限定されている金融機関への簡易検査を導入。 

３．金融機関の自助努力尊重と金融機関へのインセンティブの重視 

（１） 金融商品取引法等の一部を改正する法律において、ファイアーウォール規制を見直

すとともに、金融機関に対して利益相反管理体制の整備を求め、個々の状況に応じた

自主的な規律付けを求める枠組みを導入。（再掲） 

（２） 金融商品取引法等の一部を改正する法律において、課徴金の加算・減算制度を導入。

自主的なコンプライアンス体制の構築の促進・再発防止に向けたインセンティブ付与の

観点から、一定の違反行為の早期申告者には課徴金を減額。また、違反行為の抑止

の観点から、違反行為を繰り返す者には課徴金を加算。 
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（注） 課徴金の加算・減算制度は、監督対象先に対する規制ではなく、個人投資家を含む市場参

加者全般を対象としている。 

（３） 経営改善に向けたインセンティブを高めることを目的とする検査評定制度に係る取組

みを充実。 

・ 金融機関の優れた取組み・創意工夫は検査で積極的に評価し、検査評定に明確

に反映。 

・ 新たに「Ａ評定」事例を事例集により周知。 

・ 金融検査評定結果の分布状況の公表において、「Ａ評価」と「Ｂ評価」を追加。 

（４） 経済情勢の変化を踏まえた地域金融機関の対応等の好事例を紹介し、地域密着型

金融の一層の推進に向けた金融機関のインセンティブに配意。 

４．行政対応の透明性・予測可能性の向上 

（１） 検査マニュアルを改定し、「重要なリスクに焦点をあてた検証」、「問題点の指摘と適

切な取組の評価、静的・動的な実態の検証」、「検査結果に対する真の理解（納得感）」

など、検査官が金融検査を行う際に配意すべき事項を明記（平成 20 年８月）。 

（２） 厳しさを増す景気情勢や金融商品の内在リスクを適切に管理する必要性の高まりな

ど、金融機関を取り巻く環境を踏まえて、平成 20 事務年度の行政対応における重点項

目を明確化。 

・ 検査基本方針では、「各種貸出・金融商品の実態に応じた適切なリスク管理態勢 

の構築」や「円滑な中小企業・地域金融に向けた対応」などを重点項目化。（再掲） 

・ 監督方針では、厳しい経済状況の下、金融機関がリスクテイクとリスク管理をきめ

細かく行い、円滑な資金供給と自らの財務の健全性の維持とが、好循環をもって

実現していくことが重要であることを踏まえ、「金融機能の発揮と利用者の安心・

利便」や「リスク管理と金融システムの安定」などを重点項目化。 

Ⅱ．当面の５つの取組みについて 

１．金融機関等との対話の充実 

 国内外の金融市場の混乱や地域経済・中小企業を取り巻く厳しい状況等を踏まえて、

新たに全国各地の中小企業者、中小企業団体との直接の対話を開始。 

（１） 中小企業金融の実態を把握するため、金融庁幹部職員を全国各地に派遣し、51 の

中小企業・団体からヒアリング調査を実施（平成 20 年８月）。各都道府県の商工会議所
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等を対象に中小企業の業況、資金繰りの状況等に関するアンケート調査を実施（８月

～９月上旬、11月）。中小企業庁と合同で全国150か所において、幅広くヒアリングを実

施（10 月以降）。 

（２） 主要行等の決算ヒアリングや検査モニターを拡充。市場関係者や金融機関代表者と

の意見交換会も積極的に実施。 

２．情報発信の強化 

（１） 現下の世界的な金融情勢や我が国の取組み等について、講演・スピーチや報道機

関のインタビューを積極的に活用し、金融庁の考え方や施策を紹介。 

（２） ウェブサイトにおける英文での報道発表を前年同期比でほぼ倍増させ、日本語との

同時公表についても増加。 

（３） 中小企業金融の円滑化のために、検査基本方針や検査マニュアルの周知など全国

各地で様々な説明会を開催。 

３．海外当局との連携強化 

（１） Ｇ７や首脳会合（サミット）など首脳・閣僚レベルの国際会議において、90 年代のバブ

ル崩壊以降、金融安定化の問題に取り組んできた我が国の経験と教訓を活かした発信

を実施（平成 20 年６月：世界経済フォーラム東アジア会合、10 月：Ｇ７、11 月：「金融･世

界経済に関する首脳会合」）。 

（２） 首脳・閣僚レベル以外でも、世界的な市場の混乱を受けて様々な国際会議や国際機

関において、金融安定化等の観点から、活発な議論や検討が進められており、各国当

局と連携しつつ、こうした国際的な議論に積極的に参加。また、金融機関の国際的な活

動や金融取引のグローバル化に応じて、海外監督当局との連携を強化。 

・ 平成 20 年４月の FSF（金融安定化フォーラム）報告書において示された提言のう

ち、当局が対応すべきとされた課題について、迅速かつ着実に実施。 

・ 主要国の監督当局で構成され、主要な巨大複合金融機関について設置されてい

るSenior Supervisors Group（ＳＳＧ）に５月に加わり、各国海外当局との意見交換・

情報交換を実施。 

・ 我が国の大手金融機関について、海外の主要な関係当局をメンバーとする監督

カレッジを設置。 

４．調査機能の強化による市場動向の的確な把握 

（１） 平成20年７月にリスク分析参事官室を設置し、金融機関を取り巻く指標の収集・分析
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及び金融機関の実務者層・市場関係者との意見交換等を通じて、マーケット動向や金

融機関のリスク特性についてタイムリーに把握するなど、リスク分析の高度化を推進。

検査部局においても、各金融機関の規模・特性を踏まえた重要なリスクの把握に努め、

分析した情報を実際の検査での検証において活用。 

（２） 日本銀行と連携しつつ、短期金融市場、社債・ＣＰ市場等の情勢の把握に注力。把握

した情報等は庁内で共有。 

（３） 金融機関の融資に関する大臣直通の情報受付窓口（金融円滑化「大臣目安箱」）を

開設し、届けられた情報を検査・監督に反映。中小企業庁とも、中小企業金融に関する

情報を共有。 

５．職員の資質向上 

（１） 平成20年７月の異動期において、キャリアパスに関するアンケート結果に配意した任

用や専門性が求められる部署に若手職員を配属させ育成を目指すなど、専門性に資

する任用体制の確立に向けた取組みを実施。 

（２） 専門性の習得や国際性の涵養を図るべく、庁内の研修を改善するとともに、海外政

府機関・内外大学院・在外公館への派遣を拡大。 

（３） 検査部局においてシステムの専門家及び市場リスクの専門家の採用を拡大するなど、

民間企業経験者や弁護士・公認会計士などの専門家を積極的に採用。 

Ⅲ．前回報告書で指摘した「今後の課題」への取組状況 

１．職員へのさらなる徹底 

（１） 検査マニュアルに検査運営の質的向上にあたって特に重要な５項目を明記し、検査

官に徹底。監督部局においても、プリンシプルの周知・徹底を目的に職員研修を実施。 

（２） 引き続き、職員へのさらなる徹底を図っていく。 

２．実務者レベルでの対話の充実 

（１） 決算ヒアリングの回数の拡充や、新設したリスク分析参事官室における金融機関実

務者等との金融機関の状況等についての幅広い情報交換など、対話を充実。 

（２） さらに、金融機関が有する法令解釈の疑問点などを聴取する態勢を充実させ、金融

機関との対話の中で、プリンシプルについての議論を深めるとともに、行政対応の予測

可能性を向上させることが今後の課題。 
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３．情報発信の機会の拡充 

（１） 大臣、長官をはじめ、幹部職員による各種講演を実施（英語での講演・スピーチも積

極的に実施）。トップページの見直し等、ウェブサイトの充実に向けた取組みも実施。 

（２） 引き続き、情報発信の機会を拡充させていく。 


